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【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｄ   7/14     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 183/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  20/08     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０５Ｄ    7/14     　　　Ｚ
   Ｃ０９Ｄ  183/02     　　　　
   Ｂ３２Ｂ    9/00     　　　Ａ
   Ｂ０５Ｄ    7/24     ３０２Ｙ
   Ｃ２３Ｃ   20/08     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   15/04     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和1年9月19日(2019.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆対象となる金属材の表面にコーティング材を被覆する方法であって、
　水分が付着した前記金属材の表面に前記コーティング材の原材料を被覆し、該原材料に
含まれる成分と空気中の水分とを化学反応させるとともに、前記原材料に含まれる成分と
前記金属材の表面に付着している水分とを化学反応させることで、前記金属材の表面にＳ
ｉＯ２を主成分とした薄膜のコーティング材を生成することを特徴とするコーティング材
の被覆方法。
【請求項２】
　前記コーティング材の表層面は、ナノレベルの微細な凹凸からなるディンプルが形成さ
れた平滑面であることを特徴とする請求項１に記載のコーティング材の被覆方法。
【請求項３】
　前記ディンプルは、前記原材料に含まれる成分と水分との化学反応で生成した気体を揮
発させることで形成されることを特徴とする請求項２に記載のコーティング材の被覆方法
。
【請求項４】
　前記コーティング材は、１０ｎｍ～１μｍの膜厚を有していることを特徴とする請求項
１ないし３のいずれかに記載のコーティング材の被覆方法。
【請求項５】
　前記金属材の表面に目粗し処理を施した後、該金属材の表面に前記コーティング材の原
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材料を被覆することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のコーティング材の
被覆方法。
【請求項６】
　前記金属材の表面に水分を付着させた後、該金属材の表面に前記コーティング材の原材
料を被覆することを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のコーティング材の被
覆方法。
【請求項７】
　表面にコーティング材が被覆された金属材であって、
　水分が付着した前記金属材の表面に前記コーティング材の原材料を被覆し、該原材料に
含まれる成分と空気中の水分とを化学反応させるとともに、前記原材料に含まれる成分と
前記金属材の表面に付着している水分とを化学反応させることで、前記金属材の表面にＳ
ｉＯ２を主成分とした薄膜のコーティング材が生成されていることを特徴とするコーティ
ング材が被覆された金属材。
【請求項８】
　前記金属材は、鉄よりもモース硬度の低い金属からなることを特徴とする請求項７に記
載のコーティング材が被覆された金属材。
【請求項９】
　前記金属材は、銀若しくは銅からなることを特徴とする請求項７または８に記載のコー
ティング材が被覆された金属材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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